
    令和 5（２０２3）年 1 月 11 日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
山
町
会
計
年
度
職
員
の
募
集
に
つ
い
て 

① 

一
般
事
務
補
助
者
（
フ
ル
タ
イ
ム
） 

【
勤
務
場
所
】
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
産
業
振
興
班 

【
採
用
人
数
】
１
名 

【
勤
務
内
容
】
農
業
者
支
援
制
度
の
申
請
受
付
業
務 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
事
務
補
助 

【
任
用
期
間
】
採
用
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で 

【
勤
務
時
間
】
平
日 

週
５
日
勤
務 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で 

昼
食
休
憩
１
時
間
有
り
・
時
間
外
労
働
無
し 

【
休
日
等
】
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日 

【
給
料
額
】
月
額
１
５
４
，
６
０
０
円 

【
資
格
等
】
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
・
災
害
補
償
保
険
】
有
り 

【
応
募
方
法
】 

・
本
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書
を
提
出 

（
申
込
書
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
配
布
） 

【
申
込
締
切
】 

令
和
５
月
1
月
20
日
（
金
）
午
後
５
時
必
着
（
郵
送
可
） 

 

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
及
び
面
接 

【
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
】 

 
 

〒
７
８
１-

３
６
９
２ 

本
山
町
本
山
５
０
４
番
地 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課  

電
話 

76‐

３
９
１
６ 

  

令
和
５
年
度
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
） 

の
申
告
に
つ
い
て 

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の
償
却
資
産
（
事
業

用
資
産
）
に
つ
い
て
も
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

償
却
資
産
と
は
、
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
等
を
い
い
、
償
却
資
産

を
所
有
す
る
法
人
ま
た
は
個
人
の
方
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
本
山
町
内
に
あ
る
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
の
取
得
価

格
や
取
得
時
期
等
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
地
方
税
法
第
３
８

３
条
の
規
定
に
よ
る
） 

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
償
却
資
産
申
告

の
手
引
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
役
場
税
務
班
で
も
配
布
し
て

お
り
ま
す
。） 

【
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
】 

 
 

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
減
価
償
却
額
又
は
減
価
償
却

費
が
法
人
税
法
又
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算

上
損
金
又
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
こ
れ
に
類

す
る
資
産
で
法
人
税
又
は
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
者
が
所
有

す
る
も
の
を
含
む
）
を
い
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
資
産
も
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。 

① 

償
却
済
資
産
（
耐
用
年
数
が
経
過
し
、
帳
簿
上
で
備
忘
価

格
１
円
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

② 

建
設
仮
勘
定
で
経
理
さ
れ
て
い
る
資
産
（
そ
の
一
部
が
事

業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

③ 

決
算
期
以
降
に
取
得
さ
れ
た
資
産
で
未
だ
固
定
資
産
勘

定
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
資
産 

④ 

簿
外
資
産
（
会
社
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
資
産
） 

⑤ 

遊
休
資
産
（
稼
働
を
休
止
し
て
い
る
が
い
つ
で
も
稼
働
で

き
る
状
態
に
あ
る
資
産
） 

⑥ 

未
稼
働
資
産
（
既
に
完
成
し
て
い
る
が
未
だ
稼
働
し
て
い

な
い
資
産
） 

⑦ 

改
良
費
（
資
本
的
支
出
） 

⑧ 

赤
字
決
算
の
た
め
減
価
償
却
を
行
っ
て
い
な
い
資
産 

⑨ 

租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適
用
し
、
即
時
償
却
・
特
別

償
却
・
割
増
償
却
し
て
い
る
資
産 

⑩ 

資
産
の
所
有
者
が
事
業
と
し
て
他
人
に
貸
し
付
け
て
い

る
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
、
レ
ン
タ
ル
資
産
） 

⑪ 

従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
（
社
宅
・
寮
等
）
の
構
築
物
、

器
具
備
品 

【
申
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
資
産
】 

① 

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も
の

（
小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
コ
ン
バ
イ
ン 

な
ど
） 

② 

営
業
権
や
特
許
権
な
ど
の
無
形
減
価
償
却
資
産 

③ 

繰
延
資
金
（
開
業
費
、
開
発
費
、
負
担
金
） 

④ 

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未

満
の
資
産
の
う
ち
、
税
務
会
計
上
で
一
時
に
損
金
に
算
入

し
て
い
る
も
の 

⑤ 

取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
で
、
税
務
会
計
上
３
年
間
で

一
括
償
却
し
て
い
る
も
の 

⑥ 

法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
又
は
所
得
税
法
第
67

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
（
売
買
扱
い
と
す
る

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
）
資
産
で
取
得
価
格
が
20
万
円

未
満
の
も
の
（
地
方
税
法
施
行
令
第
49
条
た
だ
し
書
） 

【
申
告
期
限
】
令
和
５
年
１
月
31
日
（
火
） 

【
申
告
書
の
提
出
方
法
】 

役
場
へ
持
参
、
も
し
く
は
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
に
よ

る
電
子
申
告
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

【
申
告
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
】 

昨
年
度
、
町
様
式
で
申
告
（
紙
申
告
）
を
さ
れ
た
方
に
は

申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
申
告
書
ご
入
用
の
場

合
は
、
役
場
税
務
班
に
て
入
手
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】
住
民
生
活
課
税
務
班 

電
話 

76-

２
１
１
５ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１０９５号  



    令和 5（２０２3）年 1 月 11 日（2） 

 

嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合 

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集
に
つ
い
て 

【
場
所
】
土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

【
採
用
人
数
】
２
名 

【
内
容
】
学
校
給
食
調
理
員 

【
期
間
】
令
和
５
年
２
月
１
日
～
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で 

【
時
間
】
平
日
４
日
勤
務 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分
ま
で 

【
時
給
】
９
３
３
円 

【
資
格
等
】
不
問 

【
応
募
方
法
】 

嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申

込
書
を
提
出
（
申
込
書
は
嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合
事
務
局

ま
た
は
、
土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
配
布
） 

【
締
切
】
令
和
５
年
１
月
24
日
（
火
）
午
後
５
時
必
着 

（
郵
送
可
） 

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
並
び
に
面
接 

【
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
】
土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

電
話 

72-

９
９
７
６ 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

１
月
19
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午 

【
場
所
】 

役
場
２
階 

第
２
会
議
室 

 

【
行
政
相
談
員
】 

筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課  

電
話  

76-

２
２
２
３ 

 

な
な
い
ろ
の
森
推
進
委
員
会
ゾ
ー
ニ
ン
グ 

検
討
分
科
会
へ
の
傍
聴
参
加
者
の
募
集 

 

本
山
町
で
は
土
佐
本
山
コ
ン
パ
ク
ト
フ
ォ
レ
ス
ト
構
想
に

基
づ
き
、
木
材
生
産
や
災
害
防
止
に
関
す
る
機
能
を
高
め
る

た
め
、
立
地
条
件
や
森
林
現
況
と
い
っ
た
科
学
的
見
地
に
基

づ
く
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
そ
の
方
法
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
分

科
会
（
全
6
回
予
定
）
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

 

第
4
回
の
分
科
会
を
左
記
の
日
時
で
行
い
ま
す
の
で
、
傍

聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
メ
ー
ル
も
し
く
は
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
令
和
5
年
1
月
31
日
（
火
） 

午
後
４
時
～
午
後
６
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場
2
階
第
一
会
議
室 

【
申
し
込
み
先
】 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

林
業
担
当 

電
話 

 

76‐

３
９
１
６ 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

76‐

２
９
４
３ 

メ
ー
ル sa

n
g
yo

u
sh

in
k
o
u
@

to
w

n
.m

o
to

ya
m

a
.lg

.jp
 

【
締
切
】
令
和
5
年
1
月
24
日(

火) 

本
山
町
役
場
新
庁
舎
の 

内
覧
会
を
実
施
し
ま
す 

 

令
和
４
年
12
月
に
新
庁
舎
が
完
成
し
ま
し
た
。
新
庁
舎
で

の
業
務
開
始
は
令
和
５
年
４
月
３
日
か
ら
で
す
。
業
務
開
始

前
の
建
物
内
を
町
民
の
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
く
、
左
記

の
日
程
で
内
覧
会
を
実
施
い
た
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

次
号
の
行
政
連
絡
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

【
実
施
日
】
令
和
５
年
２
月
18
・
19
日
の
２
日
間 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

１
月
20
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】 

役
場
１
階 

町
民
相
談
室 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

 

【
窓
口
便
り 

11
月
末
】 

人
口
総
数 

３
，
３
０
６
人 

 
 

 
 

男 

１
，
５
５
８
人 

女 

１
，
７
４
８
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
前
月
比 

 

３
人
増
） 

世
帯
数 

１
，
８
４
７
世
帯
（
前
月
比 

 

５
世
帯
減
） 

前
年
度
11
月
末
現
在
人
口 

 

３
，
３
４
4
人 

死
亡  

6
人 

（
男 

2
人 

女  

４
人
） 

お 

名 

前 
 

世 

帯 

主 
 

年 

齢  

地  

区 

長
瀨 

 

富
惠 

 

本 
 

人 
 

98
歳 

 

一 

区 

藤
原 

 

和
子 

 

本 
 

人 
 

93
歳 

 

一 

区 

小
原 

 

方
多 

 

本 
 

人 
 

88
歳 

 

三 

区 

和
田 

 

尚
義 

 

本 
 

人 
 

96
歳 

 

寺 

家 

他
２
名 

  


